
「次世代育成支援対策推進法」における行動計画について 

 

当社では、従業員が仕事と子育てを両立させることができ、全ての職員がその能力を十分に発揮できる

働きやすい職場環境の整備を進めるため、次のような行動計画を策定します。 

 

1. 計画期間：2025年 4月 1日～2028年 3月 31 日（3年間） 

 

2. 行動計画 

① テレワークの導入検討 

2025 年 4月～  社外コンサルタントとテレワーク制度や目的について検討 

 

② 計画期間内に男性の育児休業取得対象者の育休取得率を 50％以上にする 

   2025 年 4月～  男性育休取得率向上につながる施策の検討 

 

③ 時間外を 5％削減する 

2026 年 4月～  時間外削減のための措置を検討 

 

④ 「こども参観日」の実施 

2026 年 4月～  時間外削減のための措置を検討 

 


